
徳島県、 株式会社徳島大正銀行、 とくぎんトモニリンクアップ株式会社との

　

「自然環境に配慮した持続可能な経済活動の推進」 に関する連携協定書

徳島県 （以下 「甲」 という。）、 株式会社徳島大正銀行 （以下 「乙」 という。）、 とくぎん

トモニリンクァップ株式会社 （以下 「丙」 という。） は、 次のとおり協定 （以下 「本協定」

という。） を締結する。

（目的）

第１条

　

中、 乙及び歯の密接な連携及び協働にょり、２０３０年までに生物多様性の損失を食

　

い止めて反転させ、 回復軌道に乗せる 「ネイチャーポジティブ （自然再興）」 の取組を県

　

内全域で推進し、「未来に引き継げる徳島」 の実現を図ることを日的とする。

（連携事項）
第２条

　

中、 乙及び歯は、前条の日的を達成するために、 次の事項 （以下「本連携事項」 と

　

いう。） について、 情報を共有し連携して取り組む。
（１） 自然環境に配慮した 「持続可能な経済活動」 の推進に関すること。
（２） 「ネィチャーポジティブ」 の普及に関すること。
（３） 「産・学・官・金」 で構成するネイチャーポジティブ経済の 「推進組織」 の設置と

　　

運営に関すること。
（４） その他、 本協定の日的を達成するためにぬ要な事項。

（機密保持）
第３条

　

甲、乙及び歯は、本協定に関して矢口り得た相手方の機密情報を本連携事項の履行に

ぬ要な範囲を超えて第三者に開示してはならないものとし、本協定の効力が失われた後も

同様とする。
２

　

前項の規定にかかわらず、甲、 乙及び歯は、相手方の承諾を得た場合は第三者に本協定

　

に関して矢口り得た情報を開示することができる。

（協定内容の変更）
第４条

　

甲、 乙及び歯のいずれかが、 本協定内容の変更を申し出たときは、その都度協議の

上、 ぬ要な変更を行うものとする。

（有効期間）
第５条

　

本協定の有効期間は、本協定の締結日から今春８年３月３１日 までとする。た だし、
本協定の有効期間が満了する１か月前までに、 甲、 乙及び丙、 いずれかから、 何らかの申

　

し入れがない場合は、 更に１年間延長されるものとし、 以後も同様とする。

（その他）

第６条

　

本協定書に定めのない事項スは本協定書の定める事項に関し、疑義が生じた場合は、

　

甲、 乙及び歯が協議して処理するものとする。

本協定の締結を証するため、本協定書を３通作成し、 甲、 乙及び丙それぞれ署名の上、 各

自その１通を保管する。

今春７年３月２８日

中

　

徳島県徳島市万ィ 町１丁日１番地

　

徳島県

　

徳島県弁事

乙

　

徳島県徳島市富田浜一丁Ｅ１４１番地

　

株式会社徳島大正銀行

　

代表取締役頭取

丙

　

徳島県徳島市富田浜一丁日４１番地

　　

とくぎんトモニリンクアップ株式会社

　

代表取締役社長

後龍ｉ『 歪も


